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                 入  札  公  告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成２０年８月１５日 

                                独立行政法人 日本貿易振興機構 

                              副 理 事 長  伊  沢   正 

 

１． 調達内容 

（１） 案件名及び数量 平成 20 年度海外市場開拓基盤的広報展示事業「感性 kansei －Japan Design 

Exhibition－」の輸送・通関業務一式 

（２） 調達案件の仕様書等   入札説明書及び仕様書による。 

（３） 履行期間  契約締結日から平成２１年３月３１日まで 

（４） 履行場所  仕様書による 

（５） 入札方法 

①落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札金額を記載した書類（以下「入札

書」という。）及び提案に係る技術等に関する書類（以下「提案書（総合評価）」という。）

をもって申し込むこと。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

  ②入札者は、入札後、書類について不明を理由として異議を申し立てることができない。 

 

２．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）日本貿易振興機構の「競争参加資格審査規程」第３条第 1項に定める、競争参加資格者名簿に記

載された者であり、平成１９・２０・２１年度の業種区分「役務の提供等」のＡ等級に格付けさ

れている者であること。 

（４）「競争参加資格審査規程」第８条に定める競争に参加させることができない者及び第９条に定め

る競争に参加させないことができる者に該当しないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（手

続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（６） 公告の日から開札会の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けてい
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ないこと。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書及び提案書（総合評価）の提出場所、契約条項を示す場所、及び問合わせ先 

    〒107-6006  東京都港区赤坂１丁目１２番３２号 

     日本貿易振興機構   展示事業部展示事業課  

     電話  03-3582-5541   担当者：糸長、東郷、玉井 

（２）入札説明書の交付場所  本公告の日から上記３（１）及び入札説明会会場にて交付。 

（３）入札説明会の日時及び場所 

    平成２０年８月２１日（木）  １０時００分 

    日本貿易振興機構 ９Ｂ会議室（９階） 

  ※入札説明会に出席する者は８月２０日（水）１７時００分までに、必ず上記３（１）に書面（書

式自由）で連絡すること（社名・部署・出席者名・連絡先）。参加人数は１社最大２名までとする。 

（４）入札書及び提出書類の受領期限 

    平成２０年８月２８日（木） １７時００分（郵送の場合は必着のこと。） 

（５）開札及び総合評価結果の通知の日時及び場所 

    平成２０年８月２９日（金） １４時３０分 

    日本貿易振興機構 ９Ｆ会議室（９階） 

 

４． その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨。 

（２）入札保証金及び契約保証金   免除。 

（３） 入札者に要求される事項  この一般競争入札に参加を希望する者は、日本貿易振興機構の交付し

た仕様書に基づき提案書（総合評価）を作成し、これを競争参加資格の確認のための書類と封印

した入札書に添付して入札書の開札日までに提出しなければならない。（注：同封せず、別添と

する。）入札者は開札日の前日までの間において、日本貿易振興機構より当該書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じなければならない。 

なお、入札者の作成した提案書（総合評価）は、日本貿易振興機構において審査するものとし、

採用し得ると判断した提案書（総合評価）を添付した入札書のみを、落札決定の対象とする。 

（４） 入札無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入

札。 

（５） 契約書作成の要否  要。 

（６） 落札者の決定方法  入札説明書に示した役務を履行できると日本貿易振興機構が判断した入札者

であって、日本貿易振興機構の｢物品等管理規程｣第１８条第３項の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内での入札価格を提示したものであって、入札説明書で指定する用件のうち、

必須とした項目についての基準をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で

定める総合評価の方法をもって落札者を定める。 

（７） 詳細は入札説明書による。 


